
（別紙3）サービスごとに実施するべき研修・訓練・委員会

1
身体的拘束等の適正化のための研修

（年２回以上）
○ ○ ○ ○ ○ ○

2 業務継続計画に基づいた研修（年２回以上） ○ ○ ○ ○

3 業務継続計画に基づいた研修（年１回以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための研修（年２回以上）
○ ○ ○

5
感染症の予防及びまん延の防止のための研修

（年２回以上）
○

6
感染症の予防及びまん延の防止のための研修

（年１回以上）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 事故発生の防止のための研修（年２回以上） ○ ○ ○

8 虐待の防止のための研修（年２回以上） ○ ○ ○ ○

9 虐待の防止のための研修（年１回以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 認知症介護基礎研修　（無資格者） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

11
新規採用時職員研修【必須】

（身体的拘束等の適正化のための研修）
○ ○ ○ ○ ○ ○

12

新規採用時職員研修【必須】

（業務継続計画に基づく研修）（感染症対策研

修）

（事故発生の防止のための研修）

○ ○ ○

13
新規採用時職員研修【必須】

（業務継続計画に基づく研修）（感染対策研修）
○

14
新規採用時職員研修【望ましい】

（業務継続計画に基づく研修）（感染対策研修）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

15
新規採用時職員研修【必須】

（虐待の防止のための研修）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 非常災害対策訓練 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 業務継続計画に基づいた訓練（年２回以上） ○ ○ ○ ○

3 業務継続計画に基づいた訓練（年１回以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4
感染症の予防及びまん延防止のための訓練

（年２回以上）
○ ○ ○ ○

5
感染症の予防及びまん延防止のための訓練

（年１回以上）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
身体的拘束等の適正化のための対策を検討す

る委員会（３月に１回以上）
○ ○ ○ ○ ○ ○

2

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会

（おおむね３月に１回以上）

○ ○ ○

3
感染症の予防及びまん延防止のための対策を

検討する委員会（おおむね６月に１回以上）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 事故発生の防止のための委員会（定期的に） ○ ○ ○

5
虐待の防止のための対策を検討する委員会

（定期的に）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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